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表紙

５．新株予約権等の状況

６．業務の適正を確保するための体制

７．業務の適正を確保するための体制の運用

状況の概要

書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りしておりますが、当該書面

は、「事業報告 ５．新株予約権等の状況」、「事業報告 ６．業務の適正を確保するための体制」、「事業報告 ７．

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」、｢連結計算書類の連結注記表」および「計算書類の個別注記

表」につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、記載しておりません。

株主各位

第42期定時株主総会招集ご通知に際しての

電子提供措置事項（交付書面省略事項）

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類 の 連 結 注 記 表

計 算 書 類 の 個 別 注 記 表

第42期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
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新株予約権の状況

2009年 第２回新株予約権

(株式報酬型ストック・オプション)

2010年 第３回新株予約権

(株式報酬型ストック・オプション)

2011年 第４回新株予約権

(株式報酬型ストック・オプション)

発 行 決 議 日 2009年７月14日 2010年６月24日 2011年６月28日

区 分 取締役 取締役 取締役

保 有 者 数 2名 2名 2名

新 株 予 約 権 の 数 116個 81個 72個

新株予約権の目的となる株式の数 34,800株（注）1.2 24,300株（注）1.2 21,600株（注）1.2

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式

新株予約権1個当たりの払込金額 43,927円 53,170円 74,367円

権利行使時1株当たりの行使価額 １円 １円 1円

権 利 行 使 期 間
2009年８月18日から

2044年８月17日まで

2010年７月17日から

2045年７月16日まで

2011年７月20日から

2046年７月19日まで

新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 （注）３ （注）３ （注）３

2012年 第５回新株予約権

(株式報酬型ストック・オプション)

2013年 第６回新株予約権

(株式報酬型ストック・オプション)

2014年 第７回新株予約権

(株式報酬型ストック・オプション)

発 行 決 議 日 2012年６月26日 2013年６月26日 2014年６月26日

区 分 取締役 取締役 取締役

保 有 者 数 3名 2名 3名

新 株 予 約 権 の 数 61個 37個 36個

新株予約権の目的となる株式の数 18,300株（注）1.2 11,100株（注）2 10,800株（注）2

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式

新株予約権1個当たりの払込金額 86,289円 124,400円 139,500円

権利行使時1株当たりの行使価額 １円 １円 １円

権 利 行 使 期 間
2012年７月18日から

2047年７月17日まで

2013年７月17日から

2048年７月16日まで

2014年７月16日から

2049年７月15日まで

新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 （注）３ （注）３ （注）３

（事業報告）
５.　新株予約権等の状況

　当事業年度末日における新株予約権等の状況

－ 1 －
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新株予約権の状況

2015年 第８回新株予約権

(株式報酬型ストック・オプション)

2016年 第９回新株予約権

(株式報酬型ストック・オプション)

2017年 第10回新株予約権

(株式報酬型ストック・オプション)

発 行 決 議 日 2015年６月25日 2016年６月28日 2017年６月27日

区 分 取締役 取締役 取締役

保 有 者 数 3名 3名 3名

新 株 予 約 権 の 数 48個 58個 45個

新株予約権の目的となる株式の数 14,400株（注）2 17,400株（注）2 13,500株（注）2

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式

新株予約権1個当たりの払込金額 120,500円 110,100円 156,600円

権利行使時1株当たりの行使価額 １円 1円 １円

権 利 行 使 期 間
2015年７月16日から

2050年７月15日まで

2016年７月16日から

2051年７月15日まで

2017年７月19日から

2052年７月18日まで

新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 （注）３ （注）３ （注）３

2018年 第11回新株予約権

(株式報酬型ストック・オプション)

2019年 第12回新株予約権

(株式報酬型ストック・オプション)

2020年 第13回新株予約権

(株式報酬型ストック・オプション)

発 行 決 議 日 2018年６月26日 2019年６月25日 2020年６月24日

区 分 取締役 取締役 取締役

保 有 者 数 4名 4名 7名

新 株 予 約 権 の 数 120個 221個 486個

新株予約権の目的となる株式の数 12,000株 22,100株 48,600株

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式

新株予約権1個当たりの払込金額 63,700円 43,200円 29,900円

権利行使時1株当たりの行使価額 1円 1円 1円

権 利 行 使 期 間
2018年７月18日から

2053年７月17日まで

2019年７月18日から

2054年７月17日まで

2020年７月17日から

2055年７月16日まで

新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 （注）３ （注）３ （注）３

（注）１．当社は、2012年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っているため、新株予約権の目的となる株式の数は分割後の数値で

記入しております。

２．当社は、2017年12月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っているため、新株予約権の目的となる株式の数は分割後の数値で

記入しております。

３．①新株予約権者は、行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限

り、新株予約権を行使することができます。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとします。

③その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めます。

－ 2 －
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業務の適正を確保するための体制

６.　業務の適正を確保するための体制

(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　当社は、当社グループの「経営方針書」を作成し、経営理念、基本方針、行動基準および職務上の倫理等を

定めます。また、企業倫理・法令遵守の体制を明確にするために当社グループの「コンプライアンス・内部統

制方針」を定め、内部統制担当役員を設けます。

　内部統制担当役員は、当社グループの内部統制の推進、リスク管理およびコンプライアンス体制の整備を行

います。取締役および執行役員は、管掌部署の職務執行が法令および定款等に適合するように管理し、また子

会社における職務執行が法令および定款等に適合するよう、グループの役職員に周知徹底を図ります。

　内部監査室は職務執行の状況を監査し、改善指導を行うとともに、代表取締役社長へ報告します。また、必

要に応じ管掌役員、監査役会等に報告します。さらに、子会社に内部監査を実施し、その結果を代表取締役社

長へ報告し、また、必要に応じ管掌役員、監査役会等に報告します。

　なお、コンプライアンス違反等の早期発見・是正を図るために、従業員から通報・相談を受付ける窓口「ほ

っとライン」を設け、社内通報システムを運営します。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　総務部担当取締役は文書管理規程を作成し、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する事項を

定め、文書等を常時閲覧できる体制を整備します。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　「コンプライアンス・内部統制方針」に基づき、責任部署を定め、内部統制の組織体制を構築し、グループ

全体のリスクを網羅的・総括的に管理し、リスク管理体制を明確化します。また、内部監査室は各部署および

各子会社のリスク管理の状況を監査し、その結果を取締役会へ報告します。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

　取締役会は業務分掌規程および権限規程を定め、各管掌取締役・執行役員の責任を明確にして職務を執行し

ます。また当社グループは年度事業計画および中期経営計画を作成し、全社ならびに事業部門毎の目標を設定

するとともに、各管掌取締役は月１回開催される取締役会において進捗状況ならびに課題および改善策の報告

を行います。

(5) 当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にするために、当社グループの「経営方針書」および当社グループの

「コンプライアンス・内部統制方針」を定め、当社役職員およびグループ各社役職員に周知徹底します。ま

た、取締役会は関係会社管理規程を定め、グループ各社の業務執行に係る承認・報告・監査・財務について円

滑に連携が取れる体制を整備・確保し、監査役および監査役会は、当社グループの業務全般にわたる内部統制

の有効性を検証します。内部監査室は、グループ各社への内部監査を実施し、内部統制の整備・運用状況を検

証します。

(6) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人

に対する指示の実効性の確保に関する事項

　監査役会が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くことを取締役会と協議します。また監査

役の職務を補助する使用人を置いた場合、その任命、評価、異動、懲戒には監査役会の同意を必要とします。

(7) 当社および子会社の取締役および使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体

制、報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

　当社グループの取締役および使用人は、当社およびグループ各社へ著しい損害を及ぼす事実が発生または発

生する恐れがあることを知った時ならびに役職員による法令または定款違反の事実を知った時は、監査役会へ

報告します。また、当社グループの取締役および使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告

します。

　当社グループの取締役、執行役員、担当管理職その他の社員は、監査役の要求があった場合は監査役会に出

席し、必要な資料を添えて説明します。

－ 3 －
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業務の適正を確保するための体制

　社内通報システム「ほっとライン」にて受領した内部通報は、定期的に監査役に報告します。また、内部通

報を行ったことを理由として、解雇その他のいかなる不利益な取り扱いも行いません。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役は、必要とする場合は弁護士、会計士等の助言を受ける機会を設けることを取締役会へ求めます。ま

た、監査役は取締役会の他、必要に応じて意思決定の過程および業務執行の状況を把握するために必要な会議

へ出席します。

　監査役は、必要に応じて子会社の役職員から業務の状況を聴取します。また、監査役の職務執行について生

じる費用につき監査役から請求があった場合には、職務執行に必要でないと認められた場合を除き、前払いま

たは償還に応じます。

(9) 反社会的勢力排除に向けた体制

　反社会的勢力には毅然として対応し、全役職員が一丸となり組織全体として取り組む意識を共有します。ま

た、反社会的勢力の排除に取り組む体制としては、対応部署として総務部を選定し、警察、弁護士等の外部の

専門機関との情報交換を行うなど、連携強化に向けた社内体制の整備を行います。

７.　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社は、「経営方針書」をはじめ、「コーポレート・ガバナンス方針」「コンプライアンス・内部統制方

針」等を定めて当社グループにおける内部統制の推進とリスク管理の体制を整備しております。

　内部統制担当役員である管理本部管掌取締役は、内部監査室・監査役を含めた会議を開催し、当社グループ

の内部統制、リスク管理およびコンプライアンス上の課題の把握や解決に向けて取り組んでおります。

　内部監査室は、当社の職務執行の状況を監査し、改善指導を行うとともに、グループ各社への内部監査を実

施することにより、内部統制の整備・運用状況を検証しております。

　監査役および監査役会は、当社グループの業務全般にわたる内部統制の有効性を検証し、業務執行状況の報

告を求めてまいりました。また、監査役の職務を補助する使用人を選任し、監査体制の強化を図っておりま

す。

　内部通報制度の「ほっとライン」については、従業員への周知を行い適正に運営しております。その通報内

容については、定期的に監査役に報告しております。

　反社会的勢力排除に向けた体制として、特防連の研修への参加や所轄の警察署との連携を行っております。

－ 4 －
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連結注記表

① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

なお、主な耐用年数については、以下のとおりであります。

自社利用のソフトウェア ５年（社内における利用可能期間）

（連結注記表）
Ⅰ.　連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１.　連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 28社

主な連結子会社の名称 セントケア千葉株式会社

セントケア神奈川株式会社

セントケア東京株式会社

セントケア九州株式会社

セントケア四国株式会社

２.　持分法の適用に関する事項

持分法適用の関連会社数　1社

株式会社シーディーアイ

３.　会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券 （市場価格のない株式等以外のもの）

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定）

（市場価格のない株式等）

移動平均法による原価法

②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品 先入先出法（評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

によっております。）

仕掛品及び未成工事支出金 個別法（評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によ

っております。）

原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

③　リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっておりま

す。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日

が2008年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

④　長期前払費用 定額法

－ 5 －
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連結注記表

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に負

担すべき金額を計上しております。

(4）重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該

履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

①訪問系サービス

訪問系サービスにおいては、主に訪問介護サービス、訪問入浴介護サービス、訪問看護サービス等の事業を

行っております。これらのサービスでは、サービス契約書に基づき、介護保険法令等に定めるサービスを提供

しております。

計上基準としては、お客様にサービスの提供が完了した月を基準とし、当該期間において各種サービス提供

記録書にお客様のサインを受領した時点で収益を認識しております。

なお、履行義務の対価は、履行義務を充足してから主として２か月以内に受領しており、重要な金融要素は

含まれておりません。

②施設系サービス

施設系サービスにおいては、主に通所介護サービス、認知症対応型共同生活介護サービス、小規模多機能型

居宅介護サービス、看護小規模多機能型居宅介護サービス等の事業を行っております。これらのサービスで

は、サービス契約書に基づき、介護保険法令等に定めるサービスを提供しております。

計上基準としては、お客様にサービスの提供が完了した月を基準とし、当該期間において各種サービス提供

記録書にお客様のサインを受領した時点で収益を認識しております。

なお、履行義務の対価は、履行義務を充足してから主として２か月以内に受領しており、重要な金融要素は

含まれておりません。

③その他サービス

その他サービスにおいては、主に福祉用具販売サービス、住宅リフォームサービス等の事業を行っておりま

す。

これらのサービスでは、介護保険法令等に定めるサービス提供を目的としたサービス契約書、住宅改修工事

の請負契約書等に基づき、サービスを提供しております。また、それ以外のサービスにおいては、お客様から

の受注、契約に基づき商品及びサービスを提供しております。

計上基準としては、お客様にサービスの提供が完了した日を基準とし、検収書や物品受領書等にお客様のサ

インを受領した時点で収益を認識しております。

なお、履行義務の対価は、履行義務を充足してから主として２か月以内に受領しており、重要な金融要素は

含まれておりません。

また、福祉用具貸与サービスにおいては、「リース取引に関する会計基準」に基づき収益を認識しておりま

す。
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(5) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建有価証券（その他有価証券）は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資

産の部におけるその他有価証券評価差額金に含めております。

②　退職給付に係る会計処理の方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（６年）によ

る定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（６年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるそ

の他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支

給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(6) のれんの償却方法

のれんの償却については、発生時以降投資効果の持続する期間で均等償却しております。
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Ⅱ.　会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当連結

会計年度の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会計年度の連結計算書類に重

要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下の通りです。

１.固定資産の減損損失の認識の要否

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

介護サービス事業について、当連結会計年度末日現在、有形固定資産8,642,113千円を計上しております。

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスの営業所については、減損の兆候があると判断し、グルーピング毎

に減損損失の計上の要否について検討を行いました。検討の結果、当該グルーピングについて、減損損失の認識が

必要と判断された固定資産68,850千円については減損損失を計上しております。

なお、サービスの廃止、営業所の閉鎖又は移転に係る意思決定がなされたために計上した額及び介護サービス事

業以外から計上した額を含めた減損損失は78,425千円であります。

(2) その他見積りの内容に関する理解に資する情報

当社グループは、主として事業の区分をもとに概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によって資

産のグルーピングを行っており、この単位は、主として営業所であります。

減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳

簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定します。判定の結果、割引前将来キャッシュ・フロ

ーの総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額

の減少額は減損損失として認識されます。

当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の連結計算

書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

また、介護サービス事業の将来キャッシュ・フローの見積りは、事業計画を基礎としており、事業計画に織り込

まれている営業所の利用者数及び顧客単価等の推移に関する仮定には不確実性を伴い、割引前将来キャッシュ・フ

ローの見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。

２.繰延税金資産の回収可能性

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

将来事業計画により見積られた将来の課税所得に基づき、繰延税金資産1,262,770千円を計上しております。

(2) その他見積りの内容に関する理解に資する情報

繰延税金資産は、将来減算一時差異及び繰越欠損金を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で認識し

ております。課税所得が生じる可能性の判断においては、将来事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額を合

理的に見積り、金額を算定しております。

当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌連結会計年度の連結計算

書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
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商品及び製品 16,279千円

仕掛品及び未成工事支出金 819千円

原材料及び貯蔵品 101,784千円

２.　有形固定資産の減価償却累計額 7,235,537千円

売掛金 309,525千円

建物及び構築物 1,604,225千円

機械装置及び運搬具 2,868千円

工具、器具及び備品 221,488千円

株 式 の 種 類
当連結会計年度
期 首 の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
の 株 式 数

普 通 株 式 24,998,733株 －株 －株 24,998,733株

決　議
株式の

種類

配当金の

総額（千円）

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

2023年６月28日

定時株主総会

普通

株式
592,765 24 2023年３月31日 2023年６月29日

決　議
株式の

種類

配当金の

総額（千円）

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

2024年６月27日

定時株主総会

普通

株式
617,977 25 2024年３月31日 2024年６月28日

Ⅲ.　連結貸借対照表に関する注記

１.　棚卸資産

３.　債権譲渡残高

４.　固定資産圧縮記帳

　国庫補助金等受入により取得価額から直接減額した価額の内訳は次のとおりであります。

Ⅳ.　連結株主資本等変動計算書に関する注記

１.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

２.　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
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2009年７月14日開催の取締役会決議による新株予約権 34,800株

2010年６月24日開催の取締役会決議による新株予約権 24,300株

2011年６月28日開催の取締役会決議による新株予約権 21,600株

2012年６月26日開催の取締役会決議による新株予約権 18,300株

2013年６月26日開催の取締役会決議による新株予約権 11,100株

2014年６月26日開催の取締役会決議による新株予約権 10,800株

2015年６月25日開催の取締役会決議による新株予約権 14,400株

2016年６月28日開催の取締役会決議による新株予約権 17,400株

2017年６月27日開催の取締役会決議による新株予約権

2018年６月26日開催の取締役会決議による新株予約権

2019年６月25日開催の取締役会決議による新株予約権

2020年６月24日開催の取締役会決議による新株予約権

13,500株

12,000株

22,100株

48,600株

３.　当連結会計年度末日における新株予約権（権利行使期間が到来しているもの）の目的となる株式数

Ⅴ.　金融商品に関する注記

１.　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、主に介護サービス事業を行うための事業計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を

調達しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金は、大部分が介護保険制度等に基づく債権であり、相手先が保険者（市町村及び特別

区）であるため、信用リスクは僅少であります。一方で個人負担額については、顧客の信用リスクに晒されて

おります。

　投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、投資先の業績の変動リス

ク及び為替の変動リスクに晒されております。

　差入保証金については、主に事業所の賃貸に係る保証金であり、信用リスクに晒されております。

　営業債務である買掛金、未払金及び未払法人税等は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。

　長期借入金については、主に運転資金を目的としております。これらの債務についての償還日は決算日後最

長で３年であります。

　リース債務については、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループの主要な営業債権、貸付金及び差入保証金について、財務・経理部において、取引相手ごとに

期日及び残高を管理するとともに、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、同

様の管理を行っております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　投資有価証券については、定期的に発行体（取引先企業）の財務状況等を把握しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社グループは、各部署からの報告に基づき、財務・経理部が適時に資金繰り計画を作成・更新することに

より、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1)差入保証金(*2) 2,228,759 2,160,482 △68,276

  資産計 2,228,759 2,160,482 △68,276

(1)長期借入金(*3) 2,245,555 2,243,047 △2,508

(2)リース債務(*4) 2,958,661 3,291,704 333,043

  負債計 5,204,216 5,534,751 330,535

区分 当連結会計年度（千円）

非上場株式 23,625

関連会社株式 67,873

２.　金融商品の時価等に関する事項

  連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない

株式等は含まれておりません（(*5)参照）。

  (*1)「現金」については現金であること、並びに「預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」及び

「未払法人税等」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることか

ら、記載を省略しております。

  (*2)差入保証金については帳簿価額で相殺されている資産除去債務を含めております。

  (*3)１年内返済予定の長期借入金を含めております。

  (*4)流動負債のリース債務と固定資産のリース債務を合算して表示しております。

  (*5)市場価格のない株式等は、「２.金融商品の時価等に関する事項」には含まれておりません。当該金

融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 ― ― 2,160,482 2,160,482

資産計 ― ― 2,160,482 2,160,482

長期借入金 ― 2,243,047 ― 2,243,047

リース債務 ― 3,291,704 ― 3,291,704

負債計 ― 5,534,751 ― 5,534,751

３.　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに

分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ

属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

該当事項はありません。

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

差入保証金

差入保証金の時価は、受取見込額について信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算
定しており、レベル３の時価に分類しております。

長期借入金及びリース債務

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引

現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）１

合計
介護サービス事業 計

訪問系サービス 28,083,200 28,083,200 － 28,083,200

施設系サービス 20,650,260 20,650,260 － 20,650,260

その他サービス（注）２ 4,250,527 4,250,527 1,073,092 5,323,620

外部顧客への売上高 52,983,988 52,983,988 1,073,092 54,057,081

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 7,714,377千円

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 7,949,598

契約負債(期首残高) 34,708

契約負債(期末残高) 27,250

Ⅵ.　収益認識に関する注記

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、アウトソーシング受託サー

ビス、介護保険請求ＡＳＰシステムの販売等の各事業を含んでおります。

２．「その他サービス」は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）の適用範囲に含まれ

る「介護サービス事業」の福祉用具貸与収入3,173,813千円を含めて表示しております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　３．会計方針に関する事項　(4)重

要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計

年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に

関する情報

(1) 契約負債の残高等

契約負債は、一部有料老人ホームのご入居者様との入居契約について、ご入居者様から受け取った入居一時金

のうち返還義務のないものであります。契約負債は、合理的な期間を見積り、その一定の期間にわたり収益を認

識し取り崩されます。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、14,833千円であり

ます。

また、当連結会計年度において、契約負債が7,458千円減少した主な理由は、一部有料老人ホームの新規ご入居

者による増加及び収益を認識した事による減少であり、これによりそれぞれ、7,500千円増加し、14,958千円減少

しております。
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連結注記表

当連結会計年度

１年以内 9,000千円

１年超２年以内 9,000

２年超３年以内 5,875

３年超 3,375

合計 27,250

１.　１株当たり純資産額 646円79銭

２.　１株当たり当期純利益金額 81円15銭

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当連結会計年度末で未充足の履行義務に配分した取引価格の金額のうち、将来収益として認識されると見

込まれる時期別の内訳は、以下のとおりであります。

Ⅶ.　１株当たり情報に関する注記

Ⅷ.　重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

Ⅸ.　その他の注記

１.　税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金、賞与引当金などであります。

２.　リースにより使用する固定資産に関する注記

ファイナンス・リース取引

（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

・有形固定資産

主として、介護サービス事業における建物であります。

・無形固定資産

本社におけるソフトウェア及びライセンスであります。

②リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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個別注記表

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

なお、主な耐用年数については以下のとおりであります。

自社利用のソフトウェア ５年（社内における利用可能期間）

（個別注記表）
Ⅰ.　重要な会計方針に係る事項に関する注記

１.　資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券 （市場価格のない株式等以外のもの）

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定）

（市場価格のない株式等）

移動平均法による原価法

２.　固定資産の減価償却の方法

(3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっておりま

す。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日

が2008年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4) 長期前払費用 定額法

３.　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に負担す

べき金額を計上しております。

(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退

職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給

付算定式基準によっております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（６年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（６年）による定額法により按分した額を、それぞ

れ発生の翌事業年度から費用処理しております。

４.　重要な収益及び費用の計上基準

当社の主な収益は、子会社からの経営指導料であります。経営指導料においては、子会社との経営指導契約に基

づき、経営指導等の役務を提供しております。

計上基準としては、役務提供を行った月を基準とし、請求書等を発行した時点で収益を認識しております。

なお、履行義務の対価は、履行義務を充足してから主として１か月以内に受領しており、重要な金融要素は含ま

れておりません。
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個別注記表

ファイナンス・リース取引

（貸主側）に係る収益計上基準

売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっております。

繰延税金資産 267,021千円

１.　有形固定資産の減価償却累計額 1,268,739千円

短期金銭債権 38,997千円

営業取引による取引高

営業総収入 3,594,552千円

販売費及び一般管理費 24,650千円

営業取引以外の取引による取引高 259,323千円

株 式 の 種 類
当 事 業 年 度
期 首 の 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当事業年度末の
株 式 数

普 通 株 式 300,168株 －株 20,520株 279,648株

５.　その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 収益及び費用の計上基準

(2) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建有価証券（その他有価証券）は、決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は純資産の部におけるその他有価証券評価差額金に含

めております。

(3) 退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理

額の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と

異なっております。

Ⅱ.　会計上の見積りに関する注記

翌事業年度の計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性がある会計上の見積り項目及び計上し

ている金額は、以下のとおりであります。

なお、見積りの内容は連結計算書類の注記表と同一のため、記載を省略しております。

Ⅲ.　貸借対照表に関する注記

２.　関係会社に対する金銭債権（区分表示したものを除く）

Ⅳ.　損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

Ⅴ.　株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）自己株式は、2023年７月14日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分

を行うことについて決議し、2023年７月31日付で20,520株減少しております。

Ⅵ.　税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金などであります。
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個別注記表

種類 会社等の名称

議決権等の

所有（被所

有）割合

関連当事者

との関係
取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 セントケア宮城
株式会社

所有
直接100%

経営指導 経営指導料の受取
（注１）
経費等の立替・債
権回収事務手続等
（注２）

149,595千円

417,893千円

関係会社未収入金 347,528千円

子会社 セントケア東北
株式会社

所有
直接100%

経営指導 経営指導料の受取
（注１）
経費等の立替・債
権回収事務手続等
（注２）

130,576千円

491,898千円

関係会社未収入金 454,706千円

子会社 セントケア茨城
株式会社

所有
直接100%

経営指導
役員の兼任

経営指導料の受取
（注１）
経費等の立替・債
権回収事務手続等
（注２）

58,760千円

230,240千円

関係会社未収入金 207,488千円

子会社 セントケア千葉
株式会社

所有
直接100%

経営指導
役員の兼任

経営指導料の受取
（注１）
経費等の立替・債
権回収事務手続等
（注２）

512,256千円

355,464千円

関係会社未収入金 259,007千円

子会社 セントケア東京
株式会社

所有
直接100%

経営指導
役員の兼任

経営指導料の受取
（注１）
経費等の立替・債
権回収事務手続等
（注２）

298,842千円

216,364千円

関係会社未払金 183,635千円

子会社 セントケア・
Replus株式会社

所有
直接100%

経営指導 経営指導料の受取
（注１）
経費等の立替・債
権回収事務手続等
（注２）

1,320千円

147,623千円

関係会社未収入金 355,122千円

子会社 セントケア神奈
川株式会社

所有
直接100%

経営指導
役員の兼任

経営指導料の受取
（注１）
経費等の立替・債
権回収事務手続等
（注２）

414,622千円

355,649千円

関係会社未払金 578,247千円

子会社 セントケア山梨
株式会社

所有
直接100%

経営指導 経営指導料の受取
（注１）
経費等の立替・債
権回収事務手続等
（注２）

22,346千円

411,100千円

関係会社未収入金 409,323千円

子会社 セントケア三重
株式会社

所有
直接100%

経営指導 経営指導料の受取
（注１）
経費等の立替・債
権回収事務手続等
（注２）

36,560千円

216,626千円

関係会社未収入金 222,299千円

子会社 セントケア和歌
山株式会社

所有
直接100%

経営指導 経営指導料の受取
（注１）
経費等の立替・債
権回収事務手続等
（注２）

112,645千円

221,200千円

関係会社未収入金 131,300千円

Ⅶ.　関連当事者との取引に関する注記
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個別注記表

種類 会社等の名称
議決権等の

所有（被所
有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 セントケア九州
株式会社

所有
直接100%

経営指導 経営指導料の受取
（注１）
経費等の立替・債
権回収事務手続等
（注２）

252,591千円

472,818千円

関係会社未収入金 383,142千円

子会社 セントワークス
株式会社

所有
直接100%

経営指導
役員の兼任

経営指導料の受取
（注１）
経費等の立替・債
権回収事務手続等
（注２）

37,284千円

355,762千円

関係会社未払金 404,372千円

１.　１株当たり純資産額 467円47銭

２.　１株当たり当期純利益金額 35円92銭

（注）１. 経営指導料については、対価としての妥当性を勘案し、協議の上決定しております。
２. 経費等の立替・債権回収事務手続等の取引金額については、期中平均残高によっております。なお、当取引

に係る金利については市場金利を勘案し、協議の上決定しております。

Ⅷ.　収益認識に関する注記

「Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記　４．重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりでありま

す。

Ⅸ.　１株当たり情報に関する注記

Ⅹ.　重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

Ⅺ.　その他の注記

該当事項はありません。
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